
〒734-8551 広島県広島市南区霞1-2-3
広島大学病院 臨床管理棟（旧外来棟）1階
URL https://cidc.hiroshima-u.ac.jp

難病患者やご家族の療養上・日常生活での不安や悩みなど、さまざまな相談・
支援を行っています。

相談時間

予約優先

月曜日～金曜日
（祝祭日・年末年始を除く）
10：00～12：00
13：00～16：00 臨床管理棟

入ってすぐ
左側にあります

2021年3月 改訂

相 談  専  用 082-252-3777☎
小児相談専用 082-256-5558☎

制度について1

指定難病にかかっていると認められる人で、次の①または②のいずれかに該当する人が対象となります。
①　症状の程度が、国で定められた程度（重症度）を満たす人
②　①に該当せず、申請を行った月以前の12か月以内に、指定難病に係る医療費総額（10割分）が33,330円を超える
月数が3回以上ある人（軽症高額該当）

対象となる人2

申請方法3

全員が提出する書類
❶特定医療費（指定難病）支給認定申請書
❷個人番号に係る調書（指定難病用）
申請者と同一医療保険に加入する方の個人番号（マイナン
バー）の記入が必要です。
※提出時にマイナンバーと本人確認できるもの（提示のみ）が必要です。

❸臨床調査個人票
主治医（難病指定医）に記入してもらってください。

全員が提出する書類
❶特定医療費（指定難病）支給認定申請書 
❷申請者の身元確認書類
❸臨床調査個人票
主治医（難病指定医）に記入してもらってください。
❹健康保険証のコピー

❺個人番号（マイナンバー）入り住民票の写し（世帯全員分）【原本】
患者の世帯全員が記載され、続柄のあるものを提出してく
ださい。

該当する人のみ追加で提出する書類

¡世帯内に複数の患者がいる場合、医療受給者証（特定医
療費受給者証・小児慢性特定疾病医療受給者証）のコピー
※同一世帯内の難病医療費助成受給者の自己負担上限額を按分する
ためには、変更申請が必要です。

¡生活保護受給者証明書等
※生活保護受給者など

¡医療費申告書（併せて領収書及び診療明細書を添付）

症状が医療費助成の重症度を満たさないが、指定難病と
それに付随する疾病に関する医療費の総額※が33,330
円を超える月が、申請月以前の12か月以内に3回以上あ
ること。
（ただし、診断から1年未満である場合は、難病を発症した
と認められた月から申請日の属する月までの期間で算定
する。）

高額な医療費が長期に継続する場合であって、難病医療費
助成の支給認定を受けた指定難病とそれに不随する傷病
に関する医療費の総額※が50,000円を超える月が、支給
認定を受けた日以降において、12か月以内に6回以上ある
こと。
（例　令和2年7月に申請する場合、令和元年8月から令和

2年7月までの12か月間が対象となります。）
※医療費の総額とは、自己負担額ではなく、実際にかかった
医療費（10割分）のことです。

● 広島市にお住まいの方

難病に関する相談窓口

必要書類を揃えて、申請窓口　　　　　　 へ申請します。
なお、申請書等は、申請窓口で配付していますが、広島県・広島市のホームページからダウンロードすることもできます。

4ページ参照

● 広島市以外にお住まいの方

市町村の国民健康保険
後期高齢者医療制度

国民健康保険組合

上記以外の医療保険
（会社の健康保険など） 

住民票上の世帯で、受診者と同じ医療保険に加入
している16歳以上の方の健康保険証のコピー

受診者と同じ医療保険に加入している世帯
全員分の医療保険証のコピー

受診者と被保険者（医療保険の加入者）の健康
保険証のコピー
※患者本人の保険証に被保険者の名前の記載があれ
ば、被保険者の保険証コピーは省略できます。

4ページ参照詳しくは、申請窓口　　　　　　  または申請窓口のホームページで確認
できます。

※加入されている保険種別によって提出が必要となる書類
¡健康保険証のコピー
¡世帯の所得と市町村民税額を確認するための書類 軽症高額該当

高額かつ長期医療（新規申請の際は申請できません。）

原因が不明で治療方法が確立していないいわゆる難病のうち、厚生労働大臣が定める疾病を指定難病として、病態など一
定の基準を満たす方に対して、医療費の負担軽減のため特定医療費（指定難病）受給者証を交付し、医療費の自己負担部分
について公費負担を行います。

該
当
者
の
み

医療費の助成期間6

下記参照

助成期間は、上記の通り申請書の受理日から決定されます。受給者証にその有効期間が記載されています。
有効期間終了後も引き続き医療費の助成を希望される場合は、更新申請が必要となります。更新時期が近づきましたら、広
島県または広島市より更新案内が通知されますので、必要な書類を揃えて申請してください。
なお、有効期間内でも、住所や氏名、保険証等が変更となった場合、変更届を出していただく必要がありますので、速やか
にご連絡ください。

● 広島市にお住まいの方

申請書の受理日
1月1日から6月30日まで
7月1日から12月31日まで

有効期間の終期
申請した年の9月30日まで
申請した翌年の9月30日まで

● 広島市以外にお住まいの方

申請書の受理日
12月1日から翌年8月31日まで
9月1日から11月30日まで

有効期間の終期
申請した次の11月30日まで
申請した翌年の11月30日まで

広島市にお住まいの方広島市にお住まいの方
お住まいの区

中区

東区

南区

西区

安佐南区

安佐北区

安芸区

佐伯区

全区

中区 厚生部
福祉課 障害福祉係

〒730-8565
中区大手町四丁目1-1
☎082-504-2588

東区 厚生部
福祉課 障害福祉係

〒732-8510
東区東蟹屋町9-34
☎082-568-7734

南区 厚生部
福祉課 障害福祉係

〒734-8523
南区皆実町一丁目4-46 
☎082-250-4132

西区 厚生部
福祉課 障害福祉係

〒733-8535
西区福島町二丁目24-1
☎082-294-6346

安佐南区 厚生部
福祉課 障害福祉係

〒731-0194
安佐南区中須一丁目38-13
☎082-831-4946

安佐北区 厚生部
福祉課 障害福祉係

〒731-0221
安佐北区可部三丁目19-22
☎082-819-0608

安芸区 厚生部
福祉課 障害福祉係

〒736-8555
安芸区船越南三丁目2-16
☎082-821-2816

佐伯区 厚生部
福祉課 障害福祉係

〒731-5195
佐伯区海老園一丁目4-5
☎082-943-9769

広島市健康福祉局
保健部健康推進課

〒730-8586
中区国泰寺町一丁目6-34
☎082-504-2718

お問い合わせ・提出先 所在地／電話番号

お問い合わせ先・申請窓口
広島市以外にお住まいの方広島市以外にお住まいの方
お住まいの地域 お問い合わせ・提出先 所在地／電話番号

大竹市、
廿日市市

〒738-0004 廿日市市桜尾二丁目2-68
☎0829-32-1181

西部保健所
保健課 健康増進係

安芸高田市、府中町、
海田町、熊野町、
坂町、安芸太田町、
北広島町

〒730-0011 広島市中区基町10-52
（広島県農林庁舎1階）
☎082-513-5526

西部保健所 広島支所
保健課 健康増進係

江田島市 〒737-0811 呉市西中央一丁目3-25
☎0823-22-5400

西部保健所 呉支所
厚生保健課 保健係

竹原市、東広島市、
大崎上島市

〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10
☎082-422-6911

西部東保健所
保健課 健康増進係

三原市、尾道市、
世羅町

〒722-0002 尾道市古浜町26-12
☎0848-25-2011

東部保健所
保健課 健康増進係

府中市、
神石高原町

〒720-8511 福山市三吉町一丁目1-1
☎084-921-1311

東部保健所 福山支所
保健課 健康増進係

三次市、
庄原市

〒728-0013 三次市十日市東四丁目6-1
☎0824-63-5181

北部保健所
保健課 健康増進係

呉市 呉市保健所
地域保健課

〒737-0041 呉市和庄一丁目2-13
☎0823-25-3525
※東保健センターまたは各保健出張所でも
受け付けます。詳しくは、呉市保健所（地域
保健課）までお問い合わせください。

福山市
福山市保健所
保健予防課

〒720-8512 福山市三吉町南二丁目11-22
☎084-928-1127
※福山市各支所（保健福祉課）でも受け付け
ます。詳しくは、福山市保健所（保健予防
課）までお問い合わせください。

県内
（広島市以外）

〒730-8511 広島市中区基町10-52
☎082-513-3070

広島県 健康福祉局
健康対策課

URL

▲
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医療費助成認定までの流れ4 自己負担上限額と医療費助成の対象5

●受給者証交付
認定された人へは、医療費の自己負担上限額の決定後、「特定医療費（指定難病）受給者証」が交付されます。
（ただし、申請書類の内容に記載漏れや不明点等がある場合、受給者証交付まで、4か月以上かかります。）
医療費助成は、保健所・福祉課が申請を受理した日からになります。
申請書の受理日から受給者証交付までの間に、医療費助成の対象となる医療費を支払った場合は、受給者証が届いた後
に、払い戻しを申請することができます。

診断名が指定難病である

以下のどちらかの要件を満たしている

※指定難病は厚生労働省のホームページで確認できます。

①重症度分類を
　満たしている

※一定以上の症状の方が対象。
　（軽度の方は対象外）

②指定難病の医療費が一定以上ある

重症度分類を満たさない方でも、指定難病の治療に要する
医療費が一定以上の方※は医療費助成の対象になります。
※指定難病にかかる医療費総額（10割分）が33,330円
を超える月が過去12か月に3回以上ある方。

¡3割負担の方は、自己負担額が10,000円を超える月
¡2割負担の方は、自己負担額が6,670円を超える月
¡1割負担の方は、自己負担額が3,330円を超える月
申請には、『診療明細書』が必要です。

満たしている

満たしている

不承認承認

満たしていない

申請をする 審査は約4か月かかります

※臨床調査個人票を難病指定医に記入してもらう必要があります。
※窓口はお住まいの地域の保健所です。
（広島市にお住まいの場合はお住まいの区の福祉課）

※審査中でも、
要件を満たした時点で
追加申請ができます。

受給者証が届く
※受診の際は、指定医療機関窓口で
　提示してください。

不承認通知が届く
※指定難病医療費助成は
　受けられません。

※
不
承
認
通
知
が
届
い
た
後
も
、要
件
を
満
た
せ
ば
再
申
請
で
き
ま
す
。

0円

2,500円

5,000円

10,000円

20,000円

30,000円

0円

2,500円

5,000円

5,000円

10,000円

20,000円

0円

1,000円

市町村民税非課税（世帯）

市町村民税　課税以上 7.1万円未満

市町村民税　7.1万円以上 25.1万円未満

市町村民税　25.1万円以上

－

入院時の食費 全額自己負担

階層区分

自己負担上限額表（月額）

階 層 区 分 の 基 準

患者自己負担割合：2割

自己負担上限額（外来＋入院＋薬代＋介護給付費）
一  般 高額かつ長期医療 人工呼吸器等装着

本人年収（～80万円）

本人年収（80万円～）

生 活 保 護

低 所 得 Ⅰ

低 所 得 Ⅱ

一 般 所 得Ⅰ

一般所得Ⅱ

上 位 所 得

※次のような費用は、助成の対象となりません。（例示）

●受給者証に記載されている指定難病以外の病気やけがに
よる医療費

●指定医療機関以外で受けた医療、介護サービス
●医療保険が適応されない医療費
（保険診療外の治療・調剤・差額ベッド代、文書料等）
●入院中の食事療養費や生活療養費
●介護保険での訪問介護の費用

●はり、きゅう、あんま、マッサージの費用 

●眼鏡やコルセット、車いすなど補装具の費用
●医療機関までの交通費・移送費、往診料等で医療機関に
支払う保険適応外の交通費

※スモンの方に対するはり等の施術費助成については、引き続き
　特定疾患治療研究事業として実施

指定難病にかかる医療費の自己負担が3割から2割に引き下げられます。※2割、1割の方は、負担割合は変わりません。
外来・入院の区別をしないで、世帯の所得に応じた自己負担上限額（月額）が設定されます。

助成の
概要

軽症高額該当

医療費助成の対象は、特定医療費（指定難病）受給者証に記載された指定難病及びこれに付随して
発現する傷病に対する医療・介護に限られます。

各種医療保険を適用した後の自己負担額（入院時の食事療養標準負担額と生活療養標準負担額は含みません。）から、
「自己負担上限額」を控除した額を助成します。
また、あらかじめ都道府県等が指定する「指定医療機関（病院、診療所、薬局、訪問看護事業所等）」を受診した際の医療費
が助成の対象となります。指定医療機関以外での医療費は助成対象外となるので、ご注意ください。

医療費助成の対象は、特定医療費（指定難病）受給者証に記載された指定難病及びこれに付随して
発現する傷病に対する医療・介護に限られます。

各種医療保険を適用した後の自己負担額（入院時の食事療養標準負担額と生活療養標準負担額は含みません。）から、
「自己負担上限額」を控除した額を助成します。
また、あらかじめ都道府県等が指定する「指定医療機関（病院、診療所、薬局、訪問看護事業所等）」を受診した際の医療費
が助成の対象となります。指定医療機関以外での医療費は助成対象外となるので、ご注意ください。

①診察

②薬剤の支給

③医学的処置、手術及びその他の治療

④居宅における療養上の管理及びその治療に伴う
世話その他の看護

⑤病院または診療所への入院及びその療養に伴う
世話その他の看護

①訪問看護

②訪問リハビリテーション

③居宅療養管理指導

④介護療養施設サービス（居住費、食費は対象外）

⑤介護予防訪問看護

⑥介護予防訪問リハビリテーション

⑦介護予防居宅療養管理指導

対
象
と
な
る
医
療
の
内
容

対
象
と
な
る
介
護
の
内
容
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医療費助成認定までの流れ4 自己負担上限額と医療費助成の対象5

●受給者証交付
認定された人へは、医療費の自己負担上限額の決定後、「特定医療費（指定難病）受給者証」が交付されます。
（ただし、申請書類の内容に記載漏れや不明点等がある場合、受給者証交付まで、4か月以上かかります。）
医療費助成は、保健所・福祉課が申請を受理した日からになります。
申請書の受理日から受給者証交付までの間に、医療費助成の対象となる医療費を支払った場合は、受給者証が届いた後
に、払い戻しを申請することができます。

診断名が指定難病である

以下のどちらかの要件を満たしている

※指定難病は厚生労働省のホームページで確認できます。

①重症度分類を
　満たしている

※一定以上の症状の方が対象。
（軽度の方は対象外）

②指定難病の医療費が一定以上ある

重症度分類を満たさない方でも、指定難病の治療に要する
医療費が一定以上の方※は医療費助成の対象になります。
※指定難病にかかる医療費総額（10割分）が33,330円
を超える月が過去12か月に3回以上ある方。

¡3割負担の方は、自己負担額が10,000円を超える月
¡2割負担の方は、自己負担額が6,670円を超える月
¡1割負担の方は、自己負担額が3,330円を超える月
申請には、『診療明細書』が必要です。

満たしている

満たしている

不承認承認

満たしていない

申請をする 審査は約4か月かかります

※臨床調査個人票を難病指定医に記入してもらう必要があります。
※窓口はお住まいの地域の保健所です。
（広島市にお住まいの場合はお住まいの区の福祉課）

※審査中でも、
要件を満たした時点で
追加申請ができます。

受給者証が届く
※受診の際は、指定医療機関窓口で
　提示してください。

不承認通知が届く
※指定難病医療費助成は
受けられません。

※
不
承
認
通
知
が
届
い
た
後
も
、要
件
を
満
た
せ
ば
再
申
請
で
き
ま
す
。

0円

2,500円

5,000円

10,000円

20,000円

30,000円

0円

2,500円

5,000円

5,000円

10,000円

20,000円

0円

1,000円

市町村民税非課税（世帯）

市町村民税　課税以上 7.1万円未満

市町村民税　7.1万円以上 25.1万円未満

市町村民税　25.1万円以上

－

入院時の食費 全額自己負担

階層区分

自己負担上限額表（月額）

階 層 区 分 の 基 準

患者自己負担割合：2割

自己負担上限額（外来＋入院＋薬代＋介護給付費）
一  般 高額かつ長期医療 人工呼吸器等装着

本人年収（～80万円）

本人年収（80万円～）

生 活 保 護

低 所 得 Ⅰ

低 所 得 Ⅱ

一 般 所 得Ⅰ

一般所得Ⅱ

上 位 所 得

※次のような費用は、助成の対象となりません。（例示）

●受給者証に記載されている指定難病以外の病気やけがに
よる医療費

●指定医療機関以外で受けた医療、介護サービス
●医療保険が適応されない医療費
（保険診療外の治療・調剤・差額ベッド代、文書料等）
●入院中の食事療養費や生活療養費
●介護保険での訪問介護の費用

●はり、きゅう、あんま、マッサージの費用

●眼鏡やコルセット、車いすなど補装具の費用
●医療機関までの交通費・移送費、往診料等で医療機関に
支払う保険適応外の交通費

※スモンの方に対するはり等の施術費助成については、引き続き
　特定疾患治療研究事業として実施

指定難病にかかる医療費の自己負担が3割から2割に引き下げられます。※2割、1割の方は、負担割合は変わりません。
外来・入院の区別をしないで、世帯の所得に応じた自己負担上限額（月額）が設定されます。

助成の
概要

軽症高額該当

医療費助成の対象は、特定医療費（指定難病）受給者証に記載された指定難病及びこれに付随して
発現する傷病に対する医療・介護に限られます。

各種医療保険を適用した後の自己負担額（入院時の食事療養標準負担額と生活療養標準負担額は含みません。）から、
「自己負担上限額」を控除した額を助成します。
また、あらかじめ都道府県等が指定する「指定医療機関（病院、診療所、薬局、訪問看護事業所等）」を受診した際の医療費
が助成の対象となります。指定医療機関以外での医療費は助成対象外となるので、ご注意ください。

医療費助成の対象は、特定医療費（指定難病）受給者証に記載された指定難病及びこれに付随して
発現する傷病に対する医療・介護に限られます。

各種医療保険を適用した後の自己負担額（入院時の食事療養標準負担額と生活療養標準負担額は含みません。）から、
「自己負担上限額」を控除した額を助成します。
また、あらかじめ都道府県等が指定する「指定医療機関（病院、診療所、薬局、訪問看護事業所等）」を受診した際の医療費
が助成の対象となります。指定医療機関以外での医療費は助成対象外となるので、ご注意ください。

①診察

②薬剤の支給

③医学的処置、手術及びその他の治療

④居宅における療養上の管理及びその治療に伴う
世話その他の看護

⑤病院または診療所への入院及びその療養に伴う
世話その他の看護

①訪問看護

②訪問リハビリテーション

③居宅療養管理指導

④介護療養施設サービス（居住費、食費は対象外）

⑤介護予防訪問看護

⑥介護予防訪問リハビリテーション

⑦介護予防居宅療養管理指導

対
象
と
な
る
医
療
の
内
容

対
象
と
な
る
介
護
の
内
容
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〒734-8551 広島県広島市南区霞1-2-3
広島大学病院 臨床管理棟（旧外来棟）1階
URL https://cidc.hiroshima-u.ac.jp

難病患者やご家族の療養上・日常生活での不安や悩みなど、さまざまな相談・
支援を行っています。

相談時間

予約優先

月曜日～金曜日
（祝祭日・年末年始を除く）
10：00～12：00
13：00～16：00 臨床管理棟

入ってすぐ
左側にあります

2021年3月 改訂:202403CIDC修正

相 談  専  用 082-252-3777☎
小児相談専用 082-256-5558☎

制度について1

指定難病にかかっていると認められる人で、次の①または②のいずれかに該当する人が対象となります。
①　症状の程度が、国で定められた程度（重症度）を満たす人
② ①に該当せず、申請を行った月以前の12か月以内に、指定難病に係る医療費総額（10割分）が33,330円を超える
月数が3回以上ある人（軽症高額該当）

対象となる人2

申請方法3

全員が提出する書類
❶特定医療費（指定難病）支給認定申請書
❷個人番号に係る調書（指定難病用）
申請者と同一医療保険に加入する方の個人番号（マイナン
バー）の記入が必要です。
※提出時にマイナンバーと本人確認できるもの（提示のみ）が必要です。

❸臨床調査個人票
主治医（難病指定医）に記入してもらってください。

全員が提出する書類
❶特定医療費（指定難病）支給認定申請書
❷世帯調書
❸臨床調査個人票
主治医（難病指定医）に記入してもらってください。
❹健康保険証のコピー

❺個人番号（マイナンバー）入り住民票の写し（世帯全員分）【原本】
患者の世帯全員が記載され、続柄のあるものを提出してく
ださい。

該当する人のみ追加で提出する書類

¡世帯内に複数の患者がいる場合、医療受給者証（特定医
療費受給者証・小児慢性特定疾病医療受給者証）のコピー
※同一世帯内の難病医療費助成受給者の自己負担上限額を按分する
ためには、変更申請が必要です。

¡生活保護受給者証明書等
※生活保護受給者など

¡医療費申告書（併せて領収書及び診療明細書を添付）

症状が医療費助成の重症度を満たさないが、指定難病と
それに付随する疾病に関する医療費の総額※が33,330
円を超える月が、申請月以前の12か月以内に3回以上あ
ること。
（ただし、診断から1年未満である場合は、難病を発症した
と認められた月から申請日の属する月までの期間で算定
する。）

高額な医療費が長期に継続する場合であって、難病医療費
助成の支給認定を受けた指定難病とそれに不随する傷病
に関する医療費の総額※が50,000円を超える月が、支給
認定を受けた日以降において、12か月以内に6回以上ある
こと。
（例　令和2年7月に申請する場合、令和元年8月から令和

2年7月までの12か月間が対象となります。）
※医療費の総額とは、自己負担額ではなく、実際にかかった
医療費（10割分）のことです。

● 広島市にお住まいの方

難病に関する相談窓口

必要書類を揃えて、申請窓口　　　　　　 へ申請します。
なお、申請書等は、申請窓口で配付していますが、広島県・広島市のホームページからダウンロードすることもできます。

4ページ参照

● 広島市以外にお住まいの方

市町村の国民健康保険
後期高齢者医療制度

国民健康保険組合

上記以外の医療保険
（会社の健康保険など）

住民票上の世帯で、受診者と同じ医療保険に加入
している16歳以上の方の健康保険証のコピー

受診者と同じ医療保険に加入している世帯
全員分の医療保険証のコピー

受診者と被保険者（医療保険の加入者）の健康
保険証のコピー
※患者本人の保険証に被保険者の名前の記載があれ
ば、被保険者の保険証コピーは省略できます。

4ページ参照詳しくは、申請窓口　　　　　　  または申請窓口のホームページで確認
できます。

※加入されている保険種別によって提出が必要となる書類
¡健康保険証のコピー
¡世帯の所得と市町村民税額を確認するための書類 軽症高額該当

高額かつ長期医療（新規申請の際は申請できません。）

原因が不明で治療方法が確立していないいわゆる難病のうち、厚生労働大臣が定める疾病を指定難病として、病態など一
定の基準を満たす方に対して、医療費の負担軽減のため特定医療費（指定難病）受給者証を交付し、医療費の自己負担部分
について公費負担を行います。

該
当
者
の
み

医療費の助成期間6

下記参照

助成期間は、上記の通り申請書の受理日から決定されます。受給者証にその有効期間が記載されています。
有効期間終了後も引き続き医療費の助成を希望される場合は、更新申請が必要となります。更新時期が近づきましたら、広
島県または広島市より更新案内が通知されますので、必要な書類を揃えて申請してください。
なお、有効期間内でも、住所や氏名、保険証等が変更となった場合、変更届を出していただく必要がありますので、速やか
にご連絡ください。

● 広島市にお住まいの方

申請書の受理日
1月1日から6月30日まで
7月1日から12月31日まで

有効期間の終期
申請した年の9月30日まで
申請した翌年の9月30日まで

● 広島市以外にお住まいの方

申請書の受理日
12月1日から翌年8月31日まで
9月1日から11月30日まで

有効期間の終期
申請した次の11月30日まで
申請した翌年の11月30日まで

広島市にお住まいの方広島市にお住まいの方
お住まいの区

中区

東区

南区

西区

安佐南区

安佐北区

安芸区

佐伯区

全区

中区 厚生部
福祉課 障害福祉係

〒730-8565
中区大手町四丁目1-1
☎082-504-2588

東区 厚生部
福祉課 障害福祉係

〒732-8510
東区東蟹屋町9-34
☎082-568-7734

南区 厚生部
福祉課 障害福祉係

〒734-8523
南区皆実町一丁目4-46 
☎082-250-4132

西区 厚生部
福祉課 障害福祉係

〒733-8535
西区福島町二丁目24-1
☎082-294-6346

安佐南区 厚生部
福祉課 障害福祉係

〒731-0194
安佐南区中須一丁目38-13
☎082-831-4946

安佐北区 厚生部
福祉課 障害福祉係

〒731-0221
安佐北区可部三丁目19-22
☎082-819-0608

安芸区 厚生部
福祉課 障害福祉係

〒736-8555
安芸区船越南三丁目2-16
☎082-821-2816

佐伯区 厚生部
福祉課 障害福祉係

〒731-5195
佐伯区海老園一丁目4-5
☎082-943-9769

広島市健康福祉局
保健部健康推進課

〒730-8586
中区国泰寺町一丁目6-34
☎082-504-2718

お問い合わせ・提出先 所在地／電話番号

お問い合わせ先・申請窓口
広島市以外にお住まいの方広島市以外にお住まいの方
お住まいの地域 お問い合わせ・提出先 所在地／電話番号

大竹市、
廿日市市

〒738-0004 廿日市市桜尾二丁目2-68
☎0829-32-1181

西部保健所
保健課 健康増進係

安芸高田市、府中町、
海田町、熊野町、
坂町、安芸太田町、
北広島町

〒730-0011 広島市中区基町10-52
（広島県農林庁舎1階）
☎082-513-5526

西部保健所 広島支所
保健課 健康増進係

江田島市 〒737-0811 呉市西中央一丁目3-25
☎0823-22-5400

西部保健所 呉支所
厚生保健課 保健係

竹原市、東広島市、
大崎上島市

〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10
☎082-422-6911

西部東保健所
保健課 健康増進係

三原市、尾道市、
世羅町

〒722-0002 尾道市古浜町26-12
☎0848-25-2011

東部保健所
保健課 健康増進係

府中市、
神石高原町

〒720-8511 福山市三吉町一丁目1-1
☎084-921-1311

東部保健所 福山支所
保健課 健康増進係

三次市、
庄原市

〒728-0013 三次市十日市東四丁目6-1
☎0824-63-5181

北部保健所
保健課 健康増進係

呉市 呉市保健所
地域保健課

〒737-0041 呉市和庄一丁目2-13
☎0823-25-3525
※東保健センターまたは各保健出張所でも
受け付けます。詳しくは、呉市保健所（地域
保健課）までお問い合わせください。

福山市
福山市保健所
保健予防課

〒720-8512 福山市三吉町南二丁目11-22
☎084-928-1127
※福山市各支所（保健福祉課）でも受け付け
ます。詳しくは、福山市保健所（保健予防
課）までお問い合わせください。

県内
（広島市以外）

〒730-8511 広島市中区基町10-52
☎082-513-3070

広島県 健康福祉局
疾病対策課

URL

▲
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